
申告をすると国民健康保険税が軽減される場合があります 

このたび国民健康保険税簡易申告書を送付させていただいた皆様は、所得不明のため国民健康保険税の軽減が受

けられていない可能性があります。国民健康保険税の軽減を受けるためには収入が無くても申告が必要です。 

 

国民健康保険税の軽減制度について 

世帯主（国保に加入していない場合も含む。）と国民健康保険加入者全員の前年の合算所得金額が一定基準

以下の場合、均等割（被保険者の人数割）と平等割（世帯割）が減額されます。 

また、令和４年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども（未就学

児）の均等割額について、当該軽減後、さらに２分の１を減額しています。 

なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。 

※４月１日現在の世帯加入状況で判定します。 

 

令和５年度の国民健康保険税軽減判定表（世帯主と加入者全員の合算所得） 

軽減 

割合 

軽減判定所得基準 

令和５年度 

７割 ４３万円+１０万円×（給与所得者等の人数－１）以下 

５割 ４３万円+２９万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の人数－１）以下 

２割 ４３万円+５３．５万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の人数－１）以下 

  注１ 軽減は、均等割額と平等割額の軽減割合です。 

  注２ 「被保険者数」と「給与所得者等」には、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療 

   の被保険者に移行した方も含みます。 

  注３ 給与所得者等とは、一定の給与所得者（給与収入が５５万円を超える方）と公的年金所得者（公的年

金等の収入が６０万円を超える６５歳未満の方、または公的年金等の収入が１２５万円を超える６５歳以上

の方）で給与所得のない方をいいます。 

 

令和５年度の国民健康保険税軽減判定早見表（世帯主と加入者全員の合算所得） 

軽減 

加入者 
給与所得者等の数 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 

１人 
０人 430,000 円以下 720,000 円以下 965,000 円以下 

１人 430,000 円以下 720,000 円以下 965,000 円以下 

２人 

０人 430,000 円以下 1,010,000 円以下 1,500,000 円以下 

１人 430,000 円以下 1,010,000 円以下 1,500,000 円以下 

２人 530,000 円以下 1,110,000 円以下 1,600,000 円以下 

３人 

０人 430,000 円以下 1,300,000 円以下 2,035,000 円以下 

１人 430,000 円以下 1,300,000 円以下 2,035,000 円以下 

２人 530,000 円以下 1,400,000 円以下 2,135,000 円以下 

３人 630,000 円以下 1,500,000 円以下 2,235,000 円以下 

  注１ 加入者が４人以上の場合も同様に計算されます。 

 



均等割額（年額） 

４０歳以上６５歳未満の方 ・・・・・・・・・３７，２００円 

２割軽減後：２９，７6０円 ５割軽減後：１８，６００円 ７割軽減後：１１，１6０円 

４０歳未満または６５歳以上の方・・・・・２８，８００円 

２割軽減後：２３，０４０円 ５割軽減後：１４，４００円 ７割軽減後： ８，６４０円 

 

※令和４年度から、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の２分の１を減額しています。 

  さらに、石巻市では、すべての１８歳未満の子どもの均等割額を 3 割減免しています（減免額８，６４０円）。 

 

小学生以上１８歳未満（平成１７年４月１日から平成２８年４月２日生まれ）の方・・・・・２０，１６０円 

２割軽減後：１４，４００円 ５割軽減後：５，７６０円 ７割軽減後：０円 

未就学児（平成２８年４月１日生まれまで）の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，７６０円 

２割軽減後：２，８８０円 ５割軽減後：０円 ７割軽減後：０円 

 

平等割額（年額） 

４０歳以上６５歳未満の方が加入している世帯      ・・・・・・・・・ ３７，２００円 

２割軽減後：２９，７6０円 ５割軽減後：１８，６００円 ７割軽減後：１１，１6０円 

４０歳未満または６５歳以上の方のみで構成される世帯 ・・・・・・・・・ ３１，２００円 

２割軽減後：２４，９6０円 ５割軽減後：１５，６００円 ７割軽減後：９，３6０円 

 

例 1）世帯主（４５歳）と、妻（３８歳）、子（１５歳）の３人が加入で７割軽減に該当する場合 

  軽減前   

均等割額  ８６，１６０円（３７，２００円 ＋ ２８，８００円 + ２０，１６０円） 

平等割額  ３７，２００円 

合   計 １２３，３６０円 

  軽減後（７割） 

均等割額  １９，８００円（１１，１6０円 ＋ ８，６４０円 + ０円） 

平等割額  １１，１６０円 

合 計  ３０，９６０円 

 

例 2）世帯主（４５歳）と、子 2 人（１５歳、５歳）の３人が加入で５割軽減に該当する場合 

  軽減前   

均等割額  ６３，１２０円（３７，２００円 ＋ ２０，１６０円 + ５，７６０円） 

平等割額  ３７，２００円 

合   計 １００，３２０円 

  軽減後（5割） 

均等割額  ２４，３６０円（１８，６００円 ＋ ５，７６０円 ＋ ０円） 

平等割額  １８，６００円 

合   計  ４２，９６０円 ※この他に所得割が加算される場合があります。 


